
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

添加物部会  

日時 平成19年3月20日（火）  

午前10時00分～12時00分まで  

場所 航空会館 801会議室  

東京都港区新橋1丁目18番1号  

議事次第  

1議題  
（1）ネオテームの添加物指定の可否について  

（2）次亜塩素酸水の成分規格改正の可否について  

（3）プチルアルデヒドの添加物指定の可否について  

2 報告事項   

（1）マーケットバスケット方式による食品添加物摂取量調査の結果について   

（2：）食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価の結果について  

3 その他   



資料一覧  

資料11  
資料1皿2  

ネオテームの新規指定の可否に関する薬事・食品衛生審議会への諮問について  

ネオテームの新規指定の可否に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添  

加物部会報告書（案）  

ネオテームを添加物として定めることに係る食品健康影響評価に関する審議結  

果  

ネオテームの安定性と規格について  

ネオテーム申請者回答  

資料1－3  

資料1－4  

資料1－5  

資料2－1 次亜塩素酸水の成分規格改正の可否に関する薬事・食品衛生審議会への諮問に  

ついて  

資料2－2  次亜塩素酸水の成分規格改正の可否に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分  

科会添加物部会報告書（案）  
資料2－3  次亜塩素酸水の成分規格改正に係る食品健康影響評価に関する審議結果  

別刷資料2－4 微酸性次亜塩素酸水 資料概要（委員のみ配布）  

別刷資料25 弱酸性次亜塩素酸水 資料概要（委員のみ配布）  

資料3；一1 プチルアルデヒド（ブタナール）の新規指定の可否に関する薬事・食品衛生審  

議会への諮問について  

資料3¶2  プチルアルデヒド（ブタナール）の新規指定の可否に関する薬事・食品衛生審  

議会食品衛生分科会添加物部会報告書（案）  

資料 3十3 ブタナールを添加物として定めることに係る食品健康影響評価に関する審議結  

果（案）  

報告資料1 平成17年度マーケットバスケット方式による栄養強化剤、乳化剤摂取量調査の  

結果について  

報告資料2 食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価の結果について   




